
熊本労働局

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ・　ハローワークにおける正社員就職の
実現

ハローワークにおいて、正社員求人を積極的に確保するほか、正社員就職に向け
た担当者制による支援やマッチング強化に取り組む。また、フリーター・女性に
配慮したキャリアコンサルティングの実施、団塊ジュニア世代を対象とする相談
窓口を設置する等、利用者それぞれの状況に対応したきめ細かな就職支援を行う
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

正社員就職を目指している求職者を、担当者制による支援対象者に含めること
や、正社員で働くことなどのメリットを広めるため、フリーターや女性に特に配慮した
きめ細やかなキャリア・コンサルティング等を実施。

　

2 ・　キャリアアップ助成金の活用促進

キャリアアップ助成金により派遣労働者等の正社員転換、「多様な正社員」の導
入、非正規雇用労働者の人材育成の促進等を行う。その際、ＰＤＣＡサイクルを
確実に回すための成果目標を適切に設定するとともに、それぞれの地域において
活用が進むよう、制度の周知等を積極的に行う【平成28-32年度にかけて継続
的に実施】。

業界団体、自治体等が行う事業主が参加する各種会議等において、キャリアアッ
プ助成金の説明を行い活用促進を行った。その他、熊本労働局ホームページで
の周知、各公共職業安定所による事業所訪問による周知を行った。キャリアアップ
計画書（正社員転換等）の提出件数は、平成28年度566件、平成29年度
（8月まで）237件であった。

3 ・　業界団体等への要請
熊本労働局において、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の取組について経
済団体や事業所に要請するとともに、労働局の幹部職員をはじめ、公共職業安定所長
等の幹部職員も業界団体や事業所を訪問する等、取組を働きかけていく[1]【平成28-
32年度にかけて継続的に実施】。

4 ・　公的職業訓練等の実施 就業経験等に応じた公的職業訓練や地域のニーズに応じた成長分野で求められる
人材育成の推進に取り組んでいく【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

＜離転職者向け公共職業訓練＞
熊本県立高等技術専門校：28年度実績　93コース、1,251人受講
　　　　　　　　　　　　　　　　　  29年度計画　94コース、定員1,880人
ポリテクセンター熊本：28年度実績　40コース、517人受講
　　　　　　　　　　　　　　29年度計画　44コース、定員640人
ポリテクセンター荒尾：28年度実績　22コース、243人受講
　　　　　　　　　　　　　　29年度計画　24コース、定員330人
＜求職者支援訓練＞
　　　　　　　　28年度実績　46コース、379人受講
　　　　　　　　29年度計画　60コース、定員900人

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ・　若者雇用促進法の円滑な施行

適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発及び向上に関する措置等を
総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮で
きる環境を整備するため、第189回通常国会で成立した青少年の雇用の促進等
に関する法律（以下「若者雇用促進法」という。）に基づき、①新卒者の募集を
行う企業の職場情報の提供の仕組み、②ハローワークにおける一定の労働関係法
令違反に係る求人者の求人不受理、③若者の雇用管理の状況などが優良な中小企
業についての厚生労働大臣の認定（ユースエール認定）制度等を着実に実施す
る。また、職業紹介事業者や募集情報提供事業者は全ての職場情報を提供するよ
う働きかけることが望ましいこと等を定めた若者雇用促進法に基づく事業主等指
針の周知徹底を行うなど、職業紹介事業者等による取組を促していく【平成28-
32年度にかけて継続的に実施】。

①新卒者の募集を行う企業の職場情報の提供の仕組みについては、求人説明
会や求人受理時に事業主に対して説明を行っており、情報提供を拒む事業主に
対しての指導勧告は現時点で発生していない。②ハローワークにおける一定の労
働関係法令違反に係る求人者の求人不受理については、労働局基準部、職業
安定部、監督署、ハローワークが連携して取り組んでおり、労働関係法令違反に
係る求人者からの求人は不受理処理を適切に行っている。③若者の雇用管理
の状況などが優良な中小企業についての厚生労働大臣の認定（ユースエール認
定）制度等については、Ｈ29.8月に県内一号の認定を行った。また、職業紹介
事業者等に対して「適切な職業紹介事業を行うためのチェックリスト」を配布し若
者雇用促進法を周知するとともに会議の場でも説明を実施。

2 ・　新卒者等の正社員就職の実現

新卒応援ハローワーク等において、学校等と協力して、在学段階からの就職に向
けたセミナー、職場見学・体験等を通じ、就職への意欲喚起・維持を含めた新規
学卒者等の正社員就職に向けた支援（未内定者への集中的な支援も含む。）を行
うとともに、若者の安定した就職の実現に向けて、既卒者や中退者といった新卒
者以外の若者の正社員就職を支援するため、既卒３年以内の者や中退者を対象と
した助成金制度を活用し、新規学卒枠での応募機会の拡大及び採用・定着を図る
【平成28-30年度にかけて集中的に実施】。

中学校、高等学校においてＨ28年度は全23回、1,426人を対象として職業講
話等を実施し、仕事に対する意識づけ、就職への意欲喚起等を図った。また事
業所に対して職場体験・インターンシップ受入可能アンケートを実施し、受入可能
事業所リストを作成し、各中学校・高校に配布し活用を依頼した。既卒者や中
退者といった新卒者以外の若者の正社員就職の支援については、離学者リーフ
レットを作成し支援メニューを周知するとともに求人受理に助成金（三年以内既
卒者等採用定着コース）の説明を行い、新規学卒枠での応募機会の拡大を
図っている。

3 ・　フリーター等に対する支援

いわゆるフリーター等（35歳以上45歳未満の不安定就労者も含む。）の正社員
転換を促進するため、引き続き、新卒応援ハローワーク等において担当者制によ
るきめ細やかな職業相談・職業紹介、フリーター等の職業意識の啓発を行う。ま
た、トライアル雇用奨励金の活用によるフリーター等の正社員就職を実現する
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

各種取組により、平成２８年度の局の年度目標である３,６３９人に対して、
３,７３６人の実績を上げている。また、トライアル雇用奨励金を活用して常用
就職した数は２０７人であった。
また、平成２９年度の７月末現在１,２４０人（今年度の目標３,６２５
人：達成率３４．２１％）また、トライアル雇用奨励金を活用して常用就職
した数は５３人となっている。

4 ・　ニートの方に対する支援
ニート等の就職を支援するため、地域若者サポートステーションにおいて、地方
自治体と協働し、地域ネットワークを活用した支援を行うとともに、学校等の関
係機関と連携し、学校中退者等への切れ目のない支援を行う【平成28-32年度
にかけて継続的に実施】。

平成２８年度は、県内３地域（熊本、玉名、人吉球磨）において地域若者
サポートステーション事業を実施。
新規登録者数４６９人、就職者数３２９人、総利用件数１０，３９５件
平成２９年度は、熊本、玉名及び７月下旬より八代地域において同事業を実
施中。

5 ・　ひとり親家庭の親に対する支援

経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭について自立を促進するため、「出
張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」として、児童扶養手当の
現況届けを提出する８月に地方自治体への臨時窓口を設置し、すでにハローワー
クの常設窓口が設置されている場合には、常設窓口への誘導等を強化する。ま
た、マザーズハローワークにおいて、ひとり親の就職支援担当の専門相談員の新
規配置や、地方公共団体やひとり親支援を行うNPO法人等の関係機関と連携し
た支援等により取組を強化するとともに、試行雇用から長期雇用につなげる道を
広げるため、トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金の併用を可能と
し、キャリアアップ助成金についても引き続き活用を促進する等の取組を行う
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

８～９月に臨時窓口を４市に設置。１９名の支援を行い、うち１２名が就
職。常設窓口においては１１３名の就労支援を実施し、８４名が就職。また、
平成２９年８月末現在、同様に臨時窓口を７市１町１村にて実施。常設の
熊本市中央・東区役所においては４７名の就労支援を実施し、３６名が就
職。引き続き地方公共団体との連携を強化していく。
平成２８年度よりマザーズハローワークにひとり親の就職支援担当の専門相談員
を配置し関係機関と連携した就労支援を実施。
トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金の併用が可能となったこと
で、平成２８年度はトライアル雇用奨励金（母子家庭の母等）活用事例が３
件あり、常用就職への移行に繋がっていることから、今後、特定求職者雇用開発
助成金利用も想定される。キャリアアップ助成金については引き続き活用促進へ
の取組を行う。

6 ・　若者の職業能力開発の推進

若者の職業能力開発を支援するため、高卒者等を対象として、職業に必要な高度
で専門的かつ応用的な技能・知識を習得させるための長期間の訓練課程の訓練等
を実施するとともに、ジョブ・カードを活用した雇用型訓練（雇用した従業員を
対象とした、企業内での実習（OJT）と教育訓練機関等での座学等（Off-JT）
を組み合わせた実践的訓練）を推進する【平成28年-32年度にかけて継続的に
実施】。

＜新規学卒者向け職業訓練＞
熊本県立高等技術専門校：28年度修了者　3コース、33人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　29年度入校者　3コース、43人
熊本県立技術短期大学校：28年度修了者　4コース、94人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　29年度入校者　4コース、89人
＜ジョブ・カードを活用した雇用型訓練＞
キャリアアップ助成金（有機実習型訓練）事業所認定数
28年度：基本型24件、キャリアアップ型67件、合計91件
29年度（8月末）：基本型4件、キャリアアップ型20件、合計24件

正社員転換・待遇改善実現プラン進捗状況（平成28年度分）

(1)正社員転換等について

①不本意非正規雇用労働者の正社員転換等

②対象者別の正社員転換等
ア)若者等に係る取組



7 ・　地方就職の促進と地方の良質な雇用機会
とのマッチングの強化

若者等のニーズに応じて、地方への就職が選択肢の一つとして位置づけられるよ
う、地方自治体等と連携して地方就職希望者を掘り起こすとともに、全国のユー
スエール認定企業をはじめ地方に立地する企業の職場情報を入手できるポータル
サイトの周知を図る。また、新卒応援ハローワーク等において、職業紹介に加
え、移住に関する支援制度や生活情報等地方就職に役立つ情報提供を含むきめ細
かな支援を行い、ハローワークの全国ネットワークを活用したマッチングを図る
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

県下の新卒者等が地元に就職する割合が低いことから、その対策として、ブロック
ごとに就職面接会や企業説明会、関係機関との情報の共有の会議等を設ける
など、課題を地元自治体と共有し積極的な取組を行っている。
また、ＵＩＪターン対策として、熊本市などが実施する就職面談会にブース出展
（２回）すると同時に周知協力を行った。
なお、菊池市もＩＪＵターン相談会を開催されたため、開催の周知協力を行っ
た。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ・　改正労働者派遣法の円滑な施行

労働者派遣で働く方が正社員になる道を開いていくためには、その職業能力を高
めていくことや、正社員としての就業機会を提供していくこと等に取り組むこと
が重要である。このため、第189回通常国会で成立した平成27年改正労働者派
遣法では、派遣元に対して、計画的な教育訓練や希望者へのキャリアコンサル
ティングが義務付けられるとともに、派遣先への直接雇用の依頼等の雇用安定措
置を講ずることを派遣元の責務とすることや、正社員の募集情報提供義務を派遣
先に課すことなどを盛り込まれたところであり、その円滑な施行に取り組む。そ
の際、雇用安定措置の実施に当たっては、労働者派遣事業の許可の取消しも含め
た厳正な指導により３年見込みの派遣労働者に係る義務の履行を確保するだけで
なく、1年以上の雇用契約を結んだ派遣労働者に係る努力義務についても周知徹
底し、適正な運用を促す。また、経過措置により改正前の法律が適用されてい
る、いわゆる専門26業務で働く派遣労働者についても、不安定な雇用に陥るこ
とのないよう、熊本労働局に設置した相談窓口において派遣労働者からの相談対
応を行う。

さらに、平成24年改正労働者派遣法に基づき平成27年10月1日から
施行された「労働契約申込みみなし制度」を円滑に施行し、派遣労働者の雇用の
安定を確保しつつ違法派遣を是正することにより、労働者保護を図る【平成28-
32年度にかけて継続的に実施】。

改正労働者派遣法の円滑な施行の取組として、施行日（平成2７年9月
３０日）以降、当該改正法説明会を派遣元事業主中心に１５回（９１
７名）、派遣先中心に３回（３２７名）、合計１８回（１，２４４
名）実施しているところであり、この中で、計画的な教育訓練及び雇
用安定化措置の実施を重点的に説明することにより、適正な運用を促
している。なお、熊本労働局内に設置している特別相談窓口におい
て、派遣元事業主を中心に随時相談を行っており、派遣先・社労士等
の各方面からの電話相談においても、制度の周知に努めている。ま
た、旧特定派遣事業主への派遣許可申請説明会を月１回程度実施し、
早期の許可申請を促しているところであり、「労働契約申込みみなし
制度」については、事業所訪問指導等の機会を捉えて周知を図ってい
る。

2

・　その他（手続の簡素化による紹介予定派
遣の活用の推進、派遣先が派遣労働者を正
社員として雇用する場合のキャリアアップ助成金
の活用促進等）

手続の簡素化による紹介予定派遣の活用の推進や、派遣先が派遣労働者を正社員
として雇用する場合のキャリアアップ助成金の活用促進等を行う。また、派遣期
間終了後に派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の紛争防止措置（派遣先が事
前に派遣元に通知することや、職業紹介により紹介手数料を支払うこと等）を派
遣契約において定める義務について、周知・啓発を行う。さらに、経過措置期間
中の派遣労働者に係る改正前の「労働契約申込み義務制度」の適切な適用に向け
た指導を行う【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

改正法施行日（平成2７年9月３０日）以降、労働者派遣許可事業所が
新規に有料職業紹介許可事業所となったものが６事業所であり、キャ
リアアップ助成金の活用については、現在まで、派遣先事業所から２
４件（３８人）の支給申請となっている。紛争防止措置及び経過措置
期間中の「労働契約申込み義務制度」については、派遣元、派遣先へ
の訪問指導等の機会を捉えて、周知・指導を行っている。

　　

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ・　無期労働契約への転換ルールの周知
等

無期労働契約への転換ルールについて、熊本労働局・労働基準監督署・ハロー
ワークの窓口において周知するほか、セミナーでのルールの解説や個別相談会の
実施等によって、実際に制度が適用される平成30年４月１日までの間に集中的
に制度の周知・企業における導入支援を図る【平成28-29年度にかけて集中的
に実施】。

・熊本労働局主催の説明会を県下8か所（平成29年度は7か所）で開催し、
無期転換ルールについて周知並びに個別相談会を実施。(平成28年度、平成
29年度）
・ハローワーク主催の新規学卒求人受理説明会、公正採用選考人権同和研修
会等機会をとらえ同様に周知を実施。(平成28年度、平成29年度）
・働き方・休み方改善コンサルタント等による企業訪問の実施により無期転換
ルールの周知を実施。(平成28年度、平成29年度）
・社会保険事務局主催の算定基礎届説明会(12回）において、無期転換ルー
ルについての周知を行った。

2 ・　雇止め法理の周知等 雇止め法理について、セミナー等を通じて、周知徹底を図る【平成28年度以降
も継続的に実施予定】。

上記説明会等において周知を行った。

3 ・　高齢の有期契約労働者の無期転換の促進
高齢の有期契約労働者については、高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確
保措置の対象とならない場合が多いため、これらの者を無期雇用に転換させ、
65歳までの雇用機会の確保を図る事業主に対する助成を行う【平成28-32年度
にかけて継続的に実施】。

　当該助成金の支給事務は、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構が
行うものであるが、助成金の活用が進むよう、生涯現役支援窓口や各ハローワー
クの職業相談部門の職員・相談員が、情報収集にあたって事業所訪問する際な
ど、あらゆる機会を活用し助成金の周知を行うとともに、助成金のリーフレットを求
人窓口において企業の人事労務担当者等に配布することにより、積極的な周知
を行った。

4 ・ キャリアアップ助成金の活用促進 キャリアアップ助成金により有期契約労働者の正規雇用等への転換について活用
促進を図る【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

有期契約労働者の正規雇用等への転換について、キャリアアップ助成金支給申
請件数でみると、平成28年度398件、平成29年度（8月まで）173件となっ
ている。                ・社会保険事務局主催の算定基礎届説明会（12回）
においてキャリアアップ助成金の周知を行った。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ・ 正社員転換推進措置の好事例の収集
等

パートタイム労働法第13条 の規定に基づき設けられている各事業所における正
社員転換推進措置によって、短時間労働者の正社員への転換が推進されるよう
に、好事例の収集・周知等に取り組む【平成28-32年度にかけて継続的に実
施】。

パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収を実施し、事業所における法第13
条に基づく正社員転換推進措置の履行確保を行うとともに、好事例の収集に努
めた。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1
・雇用促進税制の活用による雇用の創出の促
進
・地域における良質な雇用機会の確保

地域的な雇用構造の改善を図ることにより、地域経済の活性化を実現するため、
雇用促進税制の活用によって雇用機会が不足している地域における質の高い雇用
（無期雇用かつフルタイム）の創出を促進する。また、熊本県の産業政策と一体
となった雇用創出の取組を支援する「戦略産業雇用創造プロジェクト」 によ
り、各地域における良質な雇用機会の確保に向けた取組を促進する【前段部分は
平成28-29年度にかけて、後段部分は平成28年度にかけて継続的に実施】。

雇用促進税制を活用したことによる雇用保険一般被保険者の増加数は、平成
２８年度が２２３人となっており、また平成２９年度は、８月末現在で６７人
の増加となっている。無期かつフルタイムの新規雇用増加数は、平成２９年度か
らカウントしており、８月末現在７０人の増加となっている。
また、「戦略産業雇用創造プロジェクト」により熊本県が実施する「くまもと雇用創
出総合プロジェクト事業」において、平成28年度のアウトカム雇用実績は227人
（平成29年6月末現在）となっている。

②対象者別の正社員転換等
イ)派遣労働者に係る取組

②対象者別の正社員転換等
ウ)有期契約労働者に係る取組

②対象者別の正社員転換等
エ)短時間労働者に係る取組

②対象者別の正社員転換等
オ)地域における正社員転換等の取組



番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 ・　短時間正社員制度導入支援マニュア
ルの普及等

短時間正社員制度導入支援マニュアルの普及等により、企業における「短時間正
社員制度」の円滑な導入及び運用に向けた支援を実施する【平成28-32年度に
かけて継続的に実施】。

パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収を実施し、事業所における法第13
条に基づく正社員転換推進措置の履行確保を行うとともに、多様な働き方の一
つである短時間正社員も転換後の正社員となることを周知するとともに制度導入
支援マニュアルの普及促進を図った。

2 　・キャリアアップ助成金の活用促進
キャリアアップ助成金のメニューを活用することで、各事業所においてそれぞれ
の労働者がキャリアアップしていく中で、「多様な正社員」という選択肢をとる
ことができる環境整備が行われるよう、助成金の更なる拡充や活用促進を図る
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

平成28年度において短時間正社員への転換でのキャリアアップ助成金支給申請
は6件（6人）、勤務地限定正社員への転換での支給申請は24件（49
人）、職務限定正社員への転換での支給申請は1件（4人）、平成29年度8
月までにおいて短時間正社員への転換での支給申請は1件（1人）、職務限
定正社員への転換での支給申請は1件（1人）であった。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1 〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　同一労働同一賃金の推進策等について

雇用形態が異なっていても同じ職務・職責において適正な待遇を確保するため、
これまでパートタイム労働法、労働者派遣法及び労働契約法について、均等・均
衡待遇や差別禁止といった考え方を踏まえた法改正が行われてきたところであ
り、これらの規定に基づき、企業に対して指導、周知・啓発を図り、適正な待遇
を確保していく。

パートタイム労働法第8条に基づく短時間労働者の待遇の原則、第9条に基づく
差別的取扱いの禁止について、パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収を
実施し、法の履行確保を図るとともに、法の周知啓発を実施した。

2 〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　最低賃金改定の周知について 最低賃金について、幅広い周知を図るとともに、的確な監督指導を行う。

・本省からのポスター、リーフレット等の配付前であるため、独自に作成した周知用
のポスターを合同庁舎電光掲示板に掲示している。その後９月２５日、県およ
び主要５団体に対して、局長自ら周知要請手交（報道告知）を皮切りに、９
月２９日県内（各署）一斉周知活動（野外での周知用ミニカレンダー配
付）、各市町村、地方公共団体、派遣会社も含めた主要企業、関係団体、高
校、大学等の広報周知依頼を行う予定。
・的確な監督指導を行うため、署の対象事業場選定に資するため、平成２８年
６月に実施した「最低賃金に関する基礎調査」結果から違反率が高いと見込ま
れる影響率が高い業種、規模を署ごとに情報提供した。

3 〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　待遇改善・職業能力開発の推進

キャリアアップ助成金の処遇改善コースの活用促進や、中長期的なキャリア形成
を支援する教育訓練給付制度、同助成金の人材育成コースの活用促進による待遇
改善・職業能力開発の推進を進める【平成28-32年度にかけて継続的に実
施】。

短時間労働者の就業促進のための対策に係る周知、啓発として、平成28年8
月16日から平成28年8月17日にかけて労働局幹部による経済団体等6団体
への訪問、平成28年8月22日から平成28年9月7日にかけて各公共職業安定
所幹部による業界団体、事業所への訪問を行った。
非正規雇用労働者の処遇改善（賃金引上げ）のための支援策に係る周知、
啓発として、平成28年8月31日から平成28年9月2日にかけて労働局幹部によ
る経済団体4団体への訪問を行った。各公共職業安定所においても事業主に対
し周知、啓発を行った。

4 〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　育児休業・介護休業の取得推進

非正規雇用労働者が育児休業を取得し、継続就業しやすくするための制度を見直
す法律案が第190回通常国会に提出されているところであり、法改正後につい
ては改正法の周知徹底を図る。
さらに、介護休業等が取得しやすくなるよう、非正規雇用労働者が介護休業を取
得し、継続就業しやすくするための制度を見直す法律案が国会に提出されている
ところであり、仕事と介護が両立しやすい職場環境に向けて、法改正後について
は改正法の周知徹底を図る【平成28年度以降も継続的に実施予定（法改正が前
提）】。

・改正育児・介護休業法等説明会を県下8か所(平成29年度は7か所）で開
催し育児・介護休業法等の改正により有期契約労働者育児休業や介護休業
の取得要件を緩和されたことについて周知徹底を図った。(平成28年度、平成29
年度）
・関係機関主催の説明会等の機会をとらえ、上記について周知徹底を図った。
・育児・介護休業法第56条に基づく報告徴収を実施し、改正法の周知とともに
法の履行確保を図った。

5

〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利
益取扱い等やセクシュアル　　ハラスメント対策
の実施

妊娠・出産・育児休業等を理由とする上司・同僚からの就業環境を害する行為を
防止する措置を事業主に義務付けるための制度を見直す法律案が第190回通常
国会に提出されているところであり、法改正後については、改正法の周知徹底を
図る。また、職場における不快な性的言動等（セクシュアルハラスメント）や妊
娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い（いわゆるマタニティハラスメ
ント）について、迅速・厳正な行政指導を行うとともに、着実な男女雇用機会均
等法等の徹底を図る【平成28・29年度に集中的に実施（一部法改正が前
提）】。

・改正育児・介護休業法等説明会を県下8か所(平成29年度は7か所）で開
催し職場のハラスメント対策(セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラ
スメント、パワーハラスメント）について周知徹底を図った。(平成28年度、平成
29年度）
・関係機関主催の説明会等の機会をとらえ、上記について周知徹底を図った。
・男女雇用機会均等法第29条及び育児・介護休業法第56条に基づく報告徴
収を実施し改正法の周知とともに法の履行確保を図った。

6
〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　パワーハラスメント等の予防・解決に向けた環
境整備

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた社会的気運の醸成を図るため、
ポータルサイト「あかるい職場応援団」等を活用した周知啓発を行うことととも
に「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を用いた労使の取組を促進する
【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

改正育児・介護休業法等説明会を県下8か所(平成29年度は7か所）で開催
し職場のハラスメント対策（セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラ
スメント、パワーハラスメント）について周知徹底を図るとともに情報サイト「明るい
職場応援団」の利用勧奨を行った。(平成28年度、平成29年度）

7
〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」
の推進

雇用管理改善につながる制度の導入・実施を通じて従業員の職場定着に取り組む
事業主を支援する職場定着支援助成金の活用促進を図り、企業の生産性向上と雇
用管理改善の両立を促進する【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。併せ
て、ハローワークにおける求人受理や求人サービス等のあらゆる機会を活用した
周知により、事業主自身の主体的な雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」
を推進する【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

平成２８年度は、経済団体、業界団体、自治体等が行う事業主、事業主団
体を対象とした各種会議、セミナー等で職場定着支援助成金を活用した雇用管
理改善について周知、啓発を行った。ハローワークでは事業主と接する部署におい
て「魅力ある職場づくり」、「人材育成支援策」等のリーフレットを活用し周知を
行った。
平成２９年６月に開催された人材不足分野である福祉、建設、運輸、警備に
おける人材確保セミナーにおいて、職場定着支援助成金を活用した雇用管理改
善について事業主に説明（参加者１１３名）。生産性向上があった場合は割
増支給となることも説明し、生産性向上に対するインセンティブを持たせるようにし
た。

8 〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・　労働保険の適用の推進

労働保険未手続事業者に対する対策を引き続き推進する【平成28-32年度にか
けて継続的に実施】。

労働保険未手続事業者に対する対策については、当局独自の３か年計画を立
て取組んでいる。

9 〇非正規雇用労働者共通の待遇改善
・中小企業退職金共済制度への加入促進

中小企業退職金共済制度（独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に
対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた国の退職金制
度）について、周知等を通じて制度への加入を促進する【平成28-32年度にか
けて継続的に実施】。

・最低賃金改定の周知の際に併せて、熊本駅等での広報活動を実施した。
・労働局HP、関係機関の広報誌により周知啓発を行った。

10
〇対象別の待遇改善
（若者に係る取組）
・　職業能力開発の推進【再掲】

若者の職業能力開発を支援するため、高卒者等を対象として、職業に必要な高度
で専門的かつ応用的な技能・知識を習得させるための長期間の訓練課程の訓練等
を実施するとともに、ジョブ・カードを活用した雇用型訓練（雇用した従業員を
対象とした、企業内での実習（OJT）と教育訓練機関等での座学等（Off-JT）
を組み合わせた実践的訓練）を推進する【平成28年-32年度にかけて継続的に
実施】。

（１）①４再掲

11
（若者に係る取組）
・　学生アルバイトの労働条件の確保に向けた
取組の強化

事業主・業界団体への要請等に加え、チラシ・冊子等の作成による学生・事業主
に対する周知・啓発など情報発信の更なる推進に取り組むとともに、学生アルバ
イトに関する労働相談に的確に対応する【平成28年度以降も継続的に実施予
定】。

・事業主団体への要請のほか、県下大学等への労働法制の普及を実施した。
・各総合労働相談コーナーにおいて、学生アルバイトに関する労働相談窓口を設
置した。
・県下大学に依頼し、学生にアルバイト就労実態に関するアンケートを実施、集
約した結果を公表した。

12 　（若者に係る取組）
・　学生・生徒等に対する労働法制の周知

労働者の関係法令の不知による問題事案の発生を未然に防止するため、学生・生
徒等に対する労働法制の基礎知識の付与に係る取組を進める。具体的には、労働
法制の基本的知識をまとめたパンフレット「知って役立つ労働法～働くときに必
要な基礎知識～」及び「これってあり？～まんが知って役立つ労働法Q&A～」
について、学校・企業等で活用できるよう周知・活用の促進を図る。また、関係
機関の協力を得つつ、熊本労働局等の幹部職員が、講師として大学等を訪問し、
前述のパンフレット等を用いながらセミナーや講義等を実施する（要望に応じ、
高校・中学等でも実施）【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

県下大学等への労働法制の普及のため、労働法制の基本的知識をまとめたパン
フレットの周知・活用の促進を図るとともに、大学等からの依頼を受け労働法制の
講義を実施した。

13 （若者に係る取組）
・　若者雇用促進法に基づく認定制度の推進

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚
生労働大臣が認定（ユースエール認定）し、当該企業の情報発信を後押しするこ
となどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援するとともに、企業におけ
る自主的な雇用管理改善の取組を促す【平成28-32年度にかけて継続的に実
施】。

平成２８年度は熊本地震などもありユースエールの認定はできず。平成２９年
度は８月に県下で初めての認定を１事業所に対して行った。９月には交付式を
予定。また、現在申請中の事業所が１件あり、また、申請準備段階の事業所が
２件ある。

14 （派遣労働者に係る取組）
・　均等・均衡待遇の推進等

平成27年改正労働者派遣法で強化された派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待
遇の確保に係る規定（均衡待遇の確保のために考慮した内容を、本人の求めに応
じて説明する派遣元の義務等）の着実な施行を図り、義務違反に対しては、許可
の取消しも含めて厳しく指導を行う 【平成28-32年度にかけて継続的に実
施】。

改正法３１条の２第１項及び第２項（待遇に関する事項等の説明）につい
ては、派遣元セミナー等で周知を図り、派遣元訪問指導の際に、着実な定着を
図りつつ、違反事項については、適正に是正されていることを確認している。

③「多様な正社員」の推進

(2)待遇改善について



15 （派遣労働者に係る取組）
・　教育訓練、キャリアコンサルティングの実施等

平成27年改正労働者派遣法で派遣元の義務として新設されたキャリアアップを
推進するための措置（派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャ
リアコンサルティングを実施する義務、労働者派遣事業の許可・更新要件に
「キャリア形成支援制度を有すること」の追加等）の着実な施行を図る。また、
偽装請負などの違法派遣について引き続き厳正な行政指導等を行っていくとも
に、平成27年改正労働者派遣法で全ての労働者派遣事業が許可制に一本化され
たことを踏まえ、法違反のある派遣元に対しては、許可の取消しも含めて厳しく
対処することで、派遣労働者の保護を図る【平成28-32年度にかけて継続的に
実施】。

改正法３０条の２第１項及び第２項（派遣労働者に対するキャリアアップ措
置）について、許可・更新手続の要件になっていることから、申請時に教育訓練
の適正な計画等を確認し、必要な指導行っているところであり、違法派遣を行う
派遣元等については、厳正な行政指導を行うべく、関係者等からの情報取集に
努めているところである。

16
（派遣労働者に係る取組）
・　妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利
益取扱いの防止等

妊娠・出産・育児休業等を理由とする上司・同僚からの就業環境を害する行為を
防止する措置を事業主に義務付けるための制度を見直す法律案が国会に提出され
ているところであり、法改正後については、改正法の周知徹底を図る。また、派
遣労働者は、他の雇用形態と比べて、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利
益取扱い（いわゆるマタニティハラスメント）等の被害を受ける比率が高い現状
を踏まえ、現行法令の規定（男女雇用機会均等法による不利益取扱いやセクハラ
防止措置等に係る規定については、派遣元事業主だけでなく派遣先についても、
派遣労働者に対して使用者としての責任を負うこと等）について周知徹底を図る
【平成28・29年度に集中的に実施（前段は法改正が必要）】

・改正育児・介護休業法等説明会を県下8か所(平成29年度は7か所）で開
催し職場のハラスメント対策(セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラ
スメント、パワーハラスメント）について周知徹底を図り、派遣元事業主だけでなく
派遣先についても、派遣労働者に対して使用者としての責任を負うことについて周
知徹底を図った。(平成28年度、平成29年度）
・関係機関主催の説明会等の機会をとらえ、上記について周知徹底を図った。
・男女雇用機会均等法第29条及び育児・介護休業法第56条に基づく報告徴
収を実施し改正法の周知とともに法の履行確保を図った。

17
（有期契約労働者に係る取組）
・　期間の定めがあることによる不合理な労働条
件の禁止

有期労働契約であることによる不合理な労働条件を禁止する労働契約法第20条
の趣旨及び規定内容について、事業主や労働者に対する周知徹底を強化する【平
成28-32年度にかけて継続的に実施】。

パートタイム労働法第１８条に基づく報告徴収時に、労働契約法第２０条につ
いても周知啓発を図った。

18 （短時間労働者に係る取組）
・　パートタイム労働法の履行確保

短時間労働者の｢均等・均衡待遇｣という考え方を事業主に浸透・定着させること
が重要であり、このため、事業主に対する指導等によりパートタイム労働法の確
実な履行確保を図る【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

パートタイム労働法第8条に基づく短時間労働者の待遇の原則、第9条に基づく
差別的取扱いの禁止及び第１０条から第１２条に基づく賃金、教育訓練、福
利厚生施設利用に係る均衡待遇の確保について、パートタイム労働法第18条
に基づく報告徴収の実施により周知・啓発を実施するとともに法の履行確保を
図った。

19
（短時間労働者に係る取組）
・　短時間労働者の雇用管理改善に向けた企
業の自主的な取組の促進

パートタイム労働者活躍企業診断サイトを活用して、雇用管理上の課題について
企業の自主的な確認を促すとともに、診断結果が一定水準を満たす企業には、
パート労働者活躍企業宣言サイトにおいて「パート労働者活躍企業宣言」を行う
ことを推奨する【平成28-32年度にかけて継続的に実施】。

「パートタイム労働者活躍企業診断サイト」の活用や「パート労働者活躍企業宣
言」について、パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収の際に周知を図った。

20 （短時間労働者に係る取組）
・　総合的な情報提供の実施

「パート労働者活躍企業宣言」、「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」、
「職務分析・職務評価」、｢短時間正社員制度｣等について、パート労働ポータル
サイトを活用して総合的・一体的に情報提供を実施する。

パートタイム労働法第18条に基づく報告徴収の際に、パート労働ポータルサイト
の活用促進を行った。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

1

2

3

※留意事項
①地方で策定して頂いたプランに沿って様式を改訂しつつ、記入をお願いいたします。
また、参考として本省で進捗状況をとりまとめた際の様式を添付しておりますので、記入の際は適宜参照してください。

②取組内容の欄（C列）にはプランに盛り込んだ内容をご記入ください。

③D列には平成28年度及び平成29年度現時点までの取組実績をご記入ください。

(3)その他
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